
事業税における国外所得等の取扱いについて 

（平成１６年４月１日総税都第１６号） 

 

（改正） 

平成１８年 ４月 １日 総税都第２０号 

平成１９年 ４月 １日 総税都第２８号 

平成２２年 ９月２９日 総税都第８０号 

平成２８年 ４月 １日 総税都第１１号 

 平成３０年 ７月１９日 総税都第５０号 

令和 ３年 ４月 １日 総税都第２１号 

令和 ４年 ４月 １日 総税都第１６号 

 

 

 標記については、下記のとおり取り扱うことが適当と思われますので、貴職におかれては、

この趣旨を御理解いただき、適切に運用願います。 

 

記 

 

 （国外所得の算定） 

１ 地方税法（以下「法」という。）の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有

する法人（以下「内国法人」という。）で、法の施行地外において事業を営んでいるもの

（以下「特定内国法人」という。）の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の所得の総

額から法の施行地外の事業に帰属する所得（以下「国外所得」という。）を控除して算定

するものであること。 

 （外国の事務所又は事業所） 

２ 内国法人が法の施行地外において事業を営んでいるかどうかは、当該内国法人が外国

の事務所又は事業所を有するかどうかによって判定するものであること。 

３ ２の「外国の事務所又は事業所」とは、地方税法施行令（以下３において「令」という。）

第２０条の２の１９に規定する内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当する

ものであること。 

なお、恒久的施設の範囲については、法第７２条第５号、令第１０条及び地方税法施行

規則第３条の１３の３に規定されているものであること。 

４ 我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において

法第７２条第５号イからハまでに掲げるものと異なる定めがあるときは、当該条約の適

用を受ける内国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたものに相当

するものとするものであること。   



５ 外国の事務所又は事業所を設けて事業を行うものであるかどうかについては、一の外

国ごとに判定するものであること。したがって、２以上の外国において所得が生じている

場合においても、一の外国にのみ外国の事務所又は事業所を設けている場合においては、

当該外国にその源泉がある所得のみが国外所得とされ、他の外国にその源泉がある所得

は国外所得とはならないものであること。 

ただし、一の外国に設けた外国の事務所又は事業所において他の外国における業務も

管理していることが次に掲げる事項等により確認できる場合においては、当該他の外国

にその源泉がある所得についても、国外所得に含めるものとすること。 

（１）当該他の外国にその源泉がある所得の基因となるべき資産等が当該外国の事務所又

は事業所において管理されていること又は当該所得に関する取引等が当該外国の事務

所又は事業所の権限とされ、当該外国の事務所又は事業所の従業者により行われてい

ること。 

（２）当該他の外国にその源泉がある所得に関する収支が当該外国の事務所又は事業所を

通じて行われていること。 

（３）その他当該他の外国にその源泉がある所得に関する業務が当該外国の事務所又は事

業所において管理されていることが、定款、内規、営業報告書等により明らかであるこ

と。 

 （国外所得の区分計算） 

６ 原則として、次に掲げる場合には、国内の事業に帰属する所得と国外所得とを区分して

計算すべきものであること。 

（１）内国法人が法人税について法人税法第６９条の外国の法人税額の控除に関する事項

を記載した申告書を提出している場合 

（２）当該外国に所在する事務所等の規模、従業者数、経理能力等からみて、国外所得を区

分計算することが困難でないと認められる場合 

７ 国外所得の区分計算については、次の諸点に留意すること。 

（１）１の「国外所得」とは、原則として法人税法第６９条第４項第１号に規定する「国外

事務所等に帰せられるべき所得」と同範囲のものであること。 

（２）国外所得の算定については、原則として法人税法第６９条の規定による計算の例によ

って算定するものであること。 

（３）航空運送業又は海運業を行う特定内国法人が、当該航空運送業又は海運業に係る所得

の総額について総運賃収入金額中に占める外国の事務所又は事業所に帰属する運賃収

入金額の割合により区分して国外所得を計算した場合においては、その取扱いを認め

るものとすること。この場合の所得の総額には、当該特定内国法人が納付した外国の事

務所又は事業所の所在する外国の法人税額を損金に算入しないで算定するものである

こと。 

８ 所得の総額が欠損である事業年度についても、外国の事務所又は事業所がある限り、区



分計算（所得の区分が困難である法人にあっては、欠損金額の従業者数による按分）を要

するものであること。 

９ 翌事業年度以降において繰越控除が認められる欠損金の額は、欠損金額から法の施行

地外の事業に帰属する欠損金の額（所得の区分が困難である法人にあっては、従業者数に

よる按分によって法の施行地外の事業に帰属する欠損金とされた部分の金額）を控除し

た額に限られるものであること。 

１０ 特定内国法人が国外所得を区分計算する場合においては、すべての国外所得につい

て区分計算するものとし、一部の外国について区分計算を行い、他の外国について所得の

区分が困難であるとして、従業者数により按分することは認めないものであること。 

１１ 特定内国法人が国外所得を区分計算して申告した場合においては、その後の事業年

度分についても、当該外国に所在する外国の事務所又は事業所の閉鎖、組織の変更等特別

の事由がある場合を除き、国外所得を区分して申告しなければならないものであること。 

 （所得の区分計算が困難である場合） 

１２ 所得の区分が困難である場合の按分の基礎となる所得の総額については、次の諸点

に留意すること。 

（１）特定内国法人が納付した外国の法人税額は損金の額に算入されないものであること。 

（２）繰越欠損金額又は災害損失金額を控除する前の所得金額によるものであること。 

１３ 所得の区分が困難である場合の按分の基準である従業者数については、次の諸点に

留意すること。 

（１）外国の事務所又は事業所における現地雇用者の数も含むものであること。 

（２）恒久的施設に相当するもののうち、法第７２条第５号ハに相当するものについては、

按分の基準となる従業者が存在しないので、按分の計算には含めないものとして取り

扱うこと。 

（３）事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者数によるものであること。 

ただし、外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外

国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は特定内国法人が事業年度の中途

において外国の事務所又は事業所を有しないこととなった場合には、当該事業年度に

属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者数を合計した数を当該事業

年度の月数で除して得た数（その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人

とする。）によるものとすること。 

（４）（３）ただし書の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、

これを一月とすること。 

（５）仮決算による中間申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者数

について（３）を適用する場合には、当該特定内国法人の当該事業年度（当該特定内国

法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該特定内国法人

に係る通算親法人事業年度）開始の日から六月を経過した日の前日までの期間を一事



業年度とみなすこと。 

（国外付加価値額の算定） 

１４ 特定内国法人の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の付加価値額の総額か

ら法の施行地外の事業に帰属する付加価値額（以下「国外付加価値額」という。）を控除

して算定するものであること。この場合において、国外付加価値額については、国外所得

の取扱いに準じて取り扱うものとするが、所得について区分計算した場合には、付加価値

額についても、区分計算するものであること。 

１５ 特定内国法人が法第７２条の２０の規定による雇用安定控除額の控除（以下「雇用安

定控除」という。）を行う場合においては、次の諸点に留意すること。 

（１）雇用安定控除の適用の有無の判定及び雇用安定控除額の算定の際に用いる収益配分

額及び報酬給与額は、それぞれ次に掲げるものであること。 

ア 収益配分額 収益配分額の総額から法の施行地外の事業に帰属する収益配分額を

控除した金額 

イ 報酬給与額 報酬給与額の総額から法の施行地外の事業に帰属する報酬給与額を

控除した金額 

（２）法第７２条の１９後段の規定により、従業者数による按分によって国外付加価値額を

算定した場合には、（１）の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額及び報酬給与額

についても、それぞれ従業者数により按分すること。 

（３）国外付加価値額の控除を行った後に、雇用安定控除を行うものであること。 

 （資本金等の額の算定） 

１６ 特定内国法人の資本割の課税標準である資本金等の額は、当該特定内国法人の資本

金等の額から、当該特定内国法人の資本金等の額に当該特定内国法人の付加価値額の総

額（雇用安定控除を適用しないで計算した金額とする。以下１６において同じ。）のうち

に国外付加価値額の占める割合を乗じて得た額を控除して算定するものであること。 

  ただし、次に掲げる場合には、当該特定内国法人（法第７２条の１９後段の規定により

従業者数による按分により国外付加価値額を算定した法人を除く。以下１６において同

じ。）の資本金等の額から、当該特定内国法人の資本金等の額に外国の事務所又は事業所

における従業者数を乗じた額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事

業所及び外国の事務所又は事業所の従業者数で除して計算した額を控除して算定するも

のであること。 

（１）国外付加価値額が零以下である場合 

（２）付加価値額の総額から国外付加価値額を控除して得た額が零以下である場合 

（３）付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から国外付加価値額を控除して得た額

の占める割合が１００分の５０未満である場合 

１７ １６ただし書の場合において、按分の基準となる従業者数については、所得における

取扱いに準じて取り扱うものとすること。 



 （収入金額の算定） 

１８ 特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の収入金額の総額から法の

施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して算定するものであること。この場合にお

いて、法の施行地外の事業に帰属する収入金額については、国外所得の取扱いに準じて取

り扱うものとすること。 

 （個人事業者の国外所得の算定） 

１９ 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、外国の事務所又は事業所を

有するものの法の施行地外の事業に帰属する所得は、特定内国法人の取扱いと同様に所

得の総額から控除するものであること。 

２０ １９の適用がある場合において、法の施行地外の事業に帰属する所得の範囲は、所得

税法第９５条第１項に規定する「その年において生じた国外所得金額」のうち不動産所得

及び事業所得に相当するものと同範囲のものとし、同条の規定の適用がない場合におい

ては、所得を区分することが困難な場合として、法人の取扱いに準じ、課税標準の算定期

間の末日現在の従業者数により、当該個人の所得の総額を按分した金額とするものであ

ること。 

ただし、法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の事務所又は事業

所を有しないものが課税標準の算定期間の中途において外国の事務所又は事業所を有す

ることとなった場合又は１９の個人が課税標準の算定期間の中途において外国の事務所

又は事業所を有しないこととなった場合には、当該算定期間に属する各月の末日現在に

おける事務所又は事業所の従業者数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数

（その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。）によるものとする

こと。 

２１ ２０ただし書の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、こ

れを一月とすること。 


